
第３回『遊休資産売却に関する省内ＰＴ』資料 
 
 

平成２４年１月１２日 

厚生労働省大臣官房会計課 

 
 



１. これまでの経過 
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○『遊休資産売却に関する省内プロジェクトチーム』の設置と処理計画 

 昨今の厳しい財政状況の中、厚生労働省が保有する財産のうち、売却可能なものについて
は極力売却することにより、財政収入の確保を行うことは、国民の理解を得るためにも重要。 

厚生労働省が保有する未利用国有地等の遊休資産について、処理計画を策定の上、売却等
の処理を進めていく。 （※遊休資産対象財産 ７４８カ所、台帳価格 ２３２億円） 
 

遊休資産対象財産処理計画（処理対象期間：平成２２年度・２３年度・２４年度以降） 

  
一般会計 特別会計 合計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

平成２２年度処理予定 22 6 331 54 353 60 

平成２３年度処理予定 15 7 244 79 259 86 

平成２４年度以降処理予定 12 35 76 47 88 82 

その他 －  －  48 4 48 4 

合計 49 49 699 183 748 232 

単位：億円 

平成２２年１１月２４日 第２回『遊休資産売却に関する省内プロジェクトチーム』の開催 

平成２２年９月７日 第１回『遊休資産売却に関する省内プロジェクトチーム』の開催（設置） 
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※その他は処理計画策定時に既に不落・不調であった財産 



○第２回『遊休資産売却に関する省内プロジェクトチーム』以降の主な動き 

 
平成２２年１１月２４日 第２回ＰＴの開催 
 
平成２２年１２月２日 ・遊休資産対象財産処理計画（年度別）に基づき、確実に売却等の処理を進めるよう指示 
 ・平成２２年度遊休資産対象財産の処理に関する定期的な進捗状況報告の提出を指示 
 
平成２３年５月２４日   ・東日本大震災の発生に伴い、一時的に売却等の処理を凍結（平成２３年７月１日解除）  
              ・特別会計財産の平成２２年度処理結果について、不落または不調及び売却済財産の実態 
  調査を各国有財産部局長に指示 

    （※７月以降、調査票の内容確認、集計等実施） 

  
  調査の観点は                    
 １）所在地に関するもの 
                        ２）土地特性（広さ・形状・規制）に関するもの 
                        ３）価格・売却方法に関するもの 
                        ４）その他に関するもの 
                   
平成２３年７月２０日 民主党厚生労働部門会議において、遊休資産売却の取組についてヒアリング 
 
平成２３年８月２５日 一般会計に属する遊休資産対象財産について、処理年度の前倒しを指示 
 
平成２３年９月１２日 平成２３年度遊休資産対象財産（平成２２年度に売却等できなかった財産を含む）の処理に関す

る定期的な進捗状況報告の提出を指示                        
 
平成２３年１１月８日 第１回民主党厚生労働部門会議行政刷新・規制改革WTにおいて遊休資産売却の取組について

ヒアリング 
 
平成２３年１２月８日 第３回民主党厚生労働部門会議行政刷新・規制改革WTから遊休資産の売却促進に係る指摘 
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○処理実績 （平成２２年１２月２日～平成２３年９月３０日） 

  

一般会計 特別会計 合計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

売却  － －  56 20 56 20 

引継 18 5 7 1 25 5 

不落・不調  － －  204 － 204 － 

合計（処理済） 18 5 267 21 285 25 

単位：億円 

・東日本大震災の影響により、売却等を凍結した期間がある。 
・億円未満は四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。 
・「引継」は、財務省に引き継いだもの。 
・「不落・不調」は、入札を行ったが、応札者がいなかったこと等により売却ができなかったもの。 
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○引継時期の前倒し指示（一般会計財産） 

○平成２４年度以降に引継処理する計画の財産（１２件）について、引継時
期の平成２３年度への前倒しを指示。 

 

☆前倒しした財産 ➠２件 
 

☆前倒しができない財産 ➠１０件 
  

  

  

 ・土壌汚染と跡地利用の問題が未解決・・・５件 

 ・建物取り壊しの予算未措置・・・２件 

 ・平成２４年度に処分する他の財産と一括処理する・・・１件 

 ・境界確定未了・・・１件 

 ・排水管撤去の遅れ・・・１件 

前倒しできない理由 
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 ２. 遊休資産売却に関する実態調査及び 
  財務局の売却手法 
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○実態調査の概要  

○平成２２年度の特別会計財産の処理結果を見ると、不落または不調（以下、「不落・不調
財産」という。）となった財産案件が８３．７％を占めたことから、その要因を検証するため売
却済財産（４１件）と不落・不調財産（２１０件）について実態調査を実施。 

 

                                 
 

 

 

 
    

    

  ※国有財産部局長は、労働保険特別会計においては主に各都道府県労働局長、年金特別会計においては主に各地方厚生局長。 

 

   

   「売却済財産」及び「不落・不調財産」について、下記の内容を調査。 

  ①所在地（ロケーション） 

  ②土地特性（広さ・形状・規制） 

  ③価格（売却額・入札予定価格）・売却方法 

  ④国有財産担当者による売却または不落・不調の要因分析等 

   
 

 

総数 
内訳 

労働保険特別会計 年金特別会計 

売却済財産 ４１ ３１ １０ 

不落・不調財産 ２１０ １６３ ４７ 

合計 ２５１ １９４ ５７ 

○調査対象 
単位：件数 

○調査内容 
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○調査結果  （詳細については別紙参照。コメント作成に専門家は関与していない。） 
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１．所在地（ロケーション） 
 
（A）最寄駅からの距離・・・・・・・平均では売却済財産の方が440ｍ近いものの、両者の差は大きな阻害要 
                    因とは認められない。 
     
（B）地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域間で大きな格差は認められない。都市部の売却実績が突出しているわ 
                    けではない。 
 
（C）近隣に嫌悪施設あり・・・・・価格が安価（平均で近辺の公示価格に比して39.3％の減額）に設定されている。                 

    

２．土地特性（広さ・形状・規制） 
 
（A）土地の面積・・・・・・・・・・・・・平均では売却済財産の方が57.1㎡広いものの、両者の差は大きな阻害 
                    要因とは認められない。   
  
（B）法的規制の存在・・・・・・・・・無道路地は大きな売却阻害要因であるが、売却できた財産も存在するこ  

                     とから、工夫の余地は残っている。   

⇒遊休資産の所在地そのものは売却を阻害する大きな要因とは認められない。 

⇒無道路地（25件／210件）は大きな売却阻害要因であり、解決は困難であるが、
隣地所有者を最重点に交渉を行う等の工夫が必要である。  
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○調査結果  （詳細については別紙参照。コメント作成に専門家は関与していない。） 

３．価格（売却額・入札予定価格）・売却方法 
 
（A）近隣地の取引事例との比較・・・１㎡あたりの価格では当PTの対象財産の方が安価である場合が多い。  
    
（B）売却済財産の売却方法・・・・・・・不落・不調後における先着順による売却（売却済財産の19.5％）は 
                        一定の効果が認められる。 
 
（C）不落財産の応札率・・・・・・・・・・・売りたい価格と買いたい価格に差（平均応札率61.9％）が見受けられる。  

４．その他 
 
（A）情報提供の手段・・・・・・・広くPRを実施した財産の方が売却に結び付いており、情報提供の方法につ 
                   いて一層工夫を行う必要がある。 
     
（B）地域・・・・・・・・・・・・・・・・・購入者の63.4％は個人であり、また近隣者が約半数を占めており、この層 
                   に対するアプローチは重要である。 
 
（C）個人・法人の別（売却）・・面積が広い、または高価である財産は契約先が法人になる場合が多い。 
                   この特徴を踏まえた売却手法を検討するべきである。 
 
（D）不動産市場の現状・・・・・ここ数年低迷している。   

⇒価格面では、他の不動産物件との間で遜色はない。また、先着順による売却方式
は、価格が公表されることもあり、有効な方法と考えられる。   

 ⇒これまでの売却特性及び財産特性を踏まえたPR 活動を充実すべきである。 



○財務省関東財務局の売却の取組 
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 【ホームページ】 
○期間入札の年間実施スケ   

ジュールを公表（年４回程
度） 

○「今後入札を予定している財
産」一覧の掲示 

○入札各物件に対し「物件調
書」「物件写真」「周辺図」「明
細図」「概要図」を掲載 

○右記「入札案内書」をホーム
ページでも公開 

○不動産業界団体等のホーム
ページにリンクがある 

 

 
 
 

 

【その他の周知手段】 
○現地立看板の表示内容を状

況に応じて変更 

○各事務所に国有財産売却情
報コーナーの設置 

○「入札案内書」（年４回程度）
を作成し、書式やQ＆A集を
記載することで、入札初心者
にもわかりやすいよう配慮
（希望者には郵送も可）   

○新聞広告による周知 

○携帯電話を使用した情報提
供 

 

 

【入札方法等】 
○期間入札の活用（期日入札

との使い分け） 

○先着順（価格公表による不落
等随意契約）の活用 

○期間入札において、入札保
証金の振り込みによる処理
を行い、入札参加者の利便
性を確保 

 

 

 

 

周 知 手 段 売却手段 



３. 効果的な売却手法による改善取組方針 
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１．特別会計財産の処理計画の前倒しを指示（処理予定年度の確定含む） 
 

２．具体的な計画と取り組み 

○今後の売却促進に向けた取り組みについて（特別会計財産） 

取組事項 

遊休資産の売却 

所管国有財産部局に
よる売却 

売却特性、財産特性を踏まえたPR
活動の充実 

「期間入札」及び「先着順による売
却」方式の活用 

外部組織の活用 

財務省への売却等事務の委任 

民間不動産業者等の活用 

今回指示 

➠ 
今後の指示に
情報として提供
（（参考）参照） 

※平成２４年度より年金特別会計で実施調整中 

➠ 継続検討 
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○「ＰＲ活動の充実」の具体的な内容 

☆ホームページの利便性の向上及び内容面での充実 
  各財産部局の取組 
      ・トップページに「国有財産売却」のバナーを貼り、売却財産情報掲載ページにジャンプできるようにする。 

  ・「入札の年間実施計画」及び「今後入札を予定している財産一覧」を掲載する。 

  ・入札各物件に対し「物件調書」「物件写真」「位置図・周辺図（案内図）」「明細図・概要図（公図）」を掲載
する。 

  ・「入札の案内」を作成し、入札の流れ図等を掲載することで、入札初心者への配慮する。 

  ・財務局、各財務事務所等と各部局の売却情報のページのリンクを設定する。 

  厚生労働本省の取組 

   ・厚生労働本省ホームページ内に、各部局の売却情報ページへのリンク集を設置する。 

☆現地案内用立て看板の表示方法の充実 
  ・見やすい場所に立てると同時に、「売却地」であることを明確に示し、問合せ先を記載する。 

☆関係機関に対し、売却財産の情報を掲示してもらうよう幅広く依頼 
  ・財務局、財務事務所、法務局、地方公共団体等に入札公示書等の売却財産の情報の掲示を依頼する。 

☆売却財産の近隣住人や近隣不動産業者に対するPR活動（情報提供）    

  ・近隣の住人や不動産業者等に対して、売却財産の情報（例えば、公告の案内の配布など）を提供する。 
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○ 「期間入札」 及び「先着順による売却」方式の活用 
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☆先着順による売却方式☆ 

【一般競争入札】 

予定価格に達しなかったもの
➠不落 

応札者がなかったもの 
➠不調 

見積もり合わせ 

先着順においては価格の公表が可能 

購入希望者にとって、一般競争入札と違い、
価格を把握することができるというメリット 

※「先着順による売却」は、いわゆる不落等随意契約の一形態であるこ 
  とから、事前に一般競争入札を経る必要がある。 

先着順による不落随意契約の相手方の決定 
⇒先着順による売却が可能 

開 札 

☆先着順による売却☆ 
・一般競争入札において、不調、または不落の後再度入札
で不落・不調になった財産は、価格公表による先着順によ
り売却するものとする。 

公示日 

☆期間入札方式☆ 

入 

札 

受 

付 

期 

間 

入札保証金の納付 

入札関係書類の作成 

入札（入札関係書類の提出） 
①郵送による場合 
②持参による場合 

契約の締結・売買代金の支払い・所有権の移転 

落札 

☆期間入札方式☆ 
・入札受付期間内であれば、郵送による入札を受け付ける
ことができ、広く入札参加希望者を募ることが可能なため、
「期間入札」方式を併用するものとする。 

再度入札➠不落・不調 



（参考）「財務省への売却等事務の委任」の概要 

☆売却等事務の委任☆ 

①処分依頼 
（売却等事務 
の委任） 

③売買契約 
締結 

売払相手方 

各省庁 

財務省 ・地方公共団体と連携し、地域ニーズに対応 
・土地の特性に応じた売却方式の採用 

※ 社会資本整備特別会計（空港整備勘定）財産に 
  ついて財務省への委任が既に実施されている。 

  財務省では、自らが所管する一般 
  会計所属の未利用国有地について、 
  年間約3,000件の一般競争入札を実施。 

④売却代金 

②統一的なルールに 
基づき、地方公共団体等 
からの要望の受付、一般 
競争入札など 

特別会計所属の 

未利用国有地 
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